
議案番号 頁

７
佐久市福祉医療費給付金条例の一部を改正する
条例の制定について

市民健康部長 11

福 祉 部 長

佐久市消防団員等公務災害補償条例の一部を改
正する条例の制定について

１５
佐久市農業研修生住宅条例の一部を改正する条
例の制定について

経 済 部 長

１４
佐久市こども・子育て支援拠点施設条例の制定
について

１３

総 務 部 長

９
佐久市複合型公共施設サングリモ中込条例の一
部を改正する条例の制定について

市民健康部長

１２

福 祉 部 長

6

8

佐久市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

福 祉 部 長

12

13

10

総 務 部 長

２

５

佐久市行政手続条例の一部を改正する条例の制
定について

３

総 務 部 長

専決処分の報告について
5

別冊１

9

令和８年佐久市議会第１回定例会提出予定議案

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

１

7

４

佐久市積立基金条例の一部を改正する条例の制
定について

佐久市公告式条例の一部を改正する条例の制定
について

８
佐久市国民健康保険税条例の一部を改正する条
例の制定について

市民健康部長

総 務 部 長６

総 務 部 長

佐久市人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

総 務 部 長

１１
佐久市児童館条例の一部を改正する条例の制定
について

福 祉 部 長

１０
佐久市下水道条例の一部を改正する条例の制定
について

環 境 部 長 14

15

16

17

19

佐久市特定乳児等通園支援事業の運営に関する
基準を定める条例の制定について

18

1
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議案番号 頁

27
～

28

32
～

36
37
～

39
40
～

44

１６ 経 済 部 長

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

23社会教育部長

１８ 佐久市教育支援センター条例の制定について

１７

学校教育部長

２０

佐久市火入れに関する条例の一部を改正する条
例の制定について

１９
佐久市公民館条例の一部を改正する条例の制定
について

24
佐久市歴史の里条例の一部を改正する条例の制
定について

社会教育部長

22

佐久市建築物における駐車施設の附置等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

建 設 部 長

20

21

２１
佐久市立近代美術館条例の一部を改正する条例
の制定について

社会教育部長 25

２２
佐久市病院事業の設置等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

浅 間 病 院
事 務 長

26

２３ 総 務 部 長

２４ 佐久市過疎地域持続的発展計画の策定について 望 月 支 所 長 29

令和７年度佐久市役所本庁舎外構改修工事請負
契約の変更について

２５ 企 画 部 長 30

２６ 神奈川県茅ヶ崎市との友好都市の提携について 企 画 部 長 31

佐久市辺地総合整備計画の策定及び変更につい
て

別冊２

２７
令和７年度結いの家空調設備改修工事請負契約
について

福 祉 部 長

２８

３０
令和７年度佐久市一般会計補正予算（第１０
号）について

総 務 部 長

市道の路線認定について 建 設 部 長

２９
令和７年度佐久平交流センター空調設備改修工
事請負契約について

社会教育部長

2



議案番号 頁

３１
令和７年度佐久市一般会計補正予算（第１１
号）について

総 務 部 長 別冊３

３２
令和７年度佐久市国民健康保険特別会計補正予
算（第５号）について

市民健康部長 別冊３

３３
令和７年度佐久市介護保険特別会計補正予算
（第３号）について

福 祉 部 長 別冊３

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名

３４
令和７年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別
会計補正予算（第３号）について

福 祉 部 長 別冊３

３５
令和７年度佐久市後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２号）について

市民健康部長 別冊３

説　明　者

３６
令和７年度佐久市奨学資金特別会計補正予算
（第２号）について

学校教育部長 別冊３

３７
令和７年度佐久市環境エネルギー事業特別会計
補正予算（第１号）について

環 境 部 長 別冊３

３８
令和７年度佐久市茂田井財産区特別会計補正予
算（第１号）について

望 月 支 所 長 別冊３

３９
令和７年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会
計補正予算（第４号）について

浅 間 病 院
事 務 長

別冊２

４０
令和７年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会
計補正予算（第５号）について

浅 間 病 院
事 務 長

別冊３

４１
令和７年度佐久市下水道事業特別会計補正予算
（第４号）について

環 境 部 長 別冊３

４２ 令和８年度佐久市一般会計予算について 総 務 部 長 別冊４

４３
令和８年度佐久市国民健康保険特別会計予算に
ついて

市民健康部長 別冊４

福 祉 部 長 別冊４

４５
令和８年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別
会計予算について

福 祉 部 長 別冊４

４４
令和８年度佐久市介護保険特別会計予算につい
て

3



議案番号 頁

　専決処分報告　　　１　件
　条   例   案 　 ２１　件
　事   件   案 　 　７　件
  予 　算 　案　　２２　件
　　　 計　　　　 ５１　件

別冊４

４６
令和８年度佐久市後期高齢者医療特別会計予算
について

市民健康部長 別冊４

４７
令和８年度佐久市奨学資金特別会計予算につい
て

学校教育部長 別冊４

別冊４

５１
令和８年度佐久市下水道事業特別会計予算につ
いて

環 境 部 長 別冊４

４８
令和８年度佐久市環境エネルギー事業特別会計
予算について

環 境 部 長 別冊４

４９

説　明　者

５０
令和８年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会
計予算について

浅 間 病 院
事 務 長

令和８年度佐久市茂田井財産区特別会計予算に
ついて

望 月 支 所 長

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名

4



第１号 

 

専決処分の報告について 

 

これは、本年１月２３日付けで専決処分した令和７年度佐久市一般会計補

正予算（第９号）について、議会に報告し、承認をお願いするものでありま

す。 
補正の内容につきましては、衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙及び最

高裁判所裁判官国民審査の執行経費について、補正計上したものであります。 
 

5



第２号 

 

   佐久市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、行政手続のデジタル化の進展等を踏まえ、市民の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、条例、規則等の公布等を市の

ウェブサイトで行うことを原則とするほか、公布等を行う際の手続について

も電子署名を可能とするなど、所要の改正を行おうとするものであります。 

 

6



第３号 

 

   佐久市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、行政手続法の改正により、不利益処分を行う際の聴聞及び弁明の

機会の付与の意見陳述手続の通知を、インターネットによる公表を前提とし

た公示送達に改める改正が行われたことに伴い、所要の改正を行おうとする

ものであります。 

 

7



第４号 

 

   佐久市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

これは、令和８年度における市の組織機構の見直しにより、課等が再編さ

れることに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 

 

8



第５号 

 

   佐久市積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、資金積立基金について、次の廃止、変更及び新設を行おうとする

ものであります。 

 

１ 佐久市防災対策基金について、当初の目的を達成したため、廃止する。 

２ 佐久市望月地域温泉施設整備基金及び佐久市浅科道の駅施設整備基金を

統合し、これらを含む既存の観光施設の整備のため、新たに佐久市観光施

設整備基金を設置する。 

３ 佐久市企業立地促進基金について、工業団地の整備に適切に活用でき

るよう、基金の目的及び使途を変更する。 

４ 長野県宿泊税条例により徴税される長野県宿泊税に係る市町村配分とし

て交付される宿泊税市町村交付金を、観光振興に資する事業に活用できる

ようにするため、新たに佐久市長野県宿泊税市町村交付金事業基金を設置

する。 

9



第６号 

 

   佐久市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

これは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴

い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る損害補償基礎額及び扶養に係

る補償基礎額の加算額を改めようとするものであります。 

10



第７号 

 

   佐久市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、長野県福祉医療費給付事業補助金交付要綱の改正に伴い、精神障

害者の入院医療費助成が県補助対象に追加されたことから、所要の改正を行

おうとするものであります。 

11



第８号 

 

   佐久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、佐久市国民健康保険事業基金の運用状況に鑑み、医療分である基

礎課税額の税率を引き下げるほか、子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律により、令和８年度から少子化対策の財源として子ども・子育て支援

金の拠出が開始されることに伴い、国民健康保険税においても新たに子ど

も・子育て支援納付金課税額の区分を創設するなど、所要の改正を行おうと

するものであります。 

 

12



第９号 

 

   佐久市複合型公共施設サングリモ中込条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

これは、中込地区都市構造再編集中支援事業により改修した施設の供用に

当たり、新たな施設として佐久市中込健康交流センター及び佐久市中込チャ

レンジ教室を構成施設に加えようとするものであります。 

 

13



第１０号 

 

   佐久市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、公益財団法人長野県下水道公社の名称が令和８年４月１日より公

益財団法人長野県上下水道公社へ変わることに伴い、所要の改正を行おうと

するものであります。 

 

14



第１１号 

 

   佐久市児童館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、令和８年４月１日から野沢児童館を移転し、新たに整備されるこ

ども・子育て支援拠点施設の構成施設として開館することに伴い、児童館の

位置について、改めようとするものであります。 

 

15



第１２号 

 

   佐久市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、国で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改

正により、文言の見直しを行うなどの改正がされたことに伴い、本条例中の

文言を改めるほか、所要の改正を行おうとするものであります。 

 

16



第１３号 

 

   佐久市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について 

 

これは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、乳児等通

園支援事業が新たな給付制度として規定されたことに伴い、条例で定めると

された特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、必要な事項を

定めようとするものであります。 

 

17



第１４号 

 

   佐久市こども・子育て支援拠点施設条例の制定について 

 

これは、子育てに関する相談支援体制を構築するとともに、こども及びそ

の保護者に交流の場を提供することで総合的なこども・子育て支援を推進し、

地域との連携や交流を図るための拠点となる施設とするべく佐久市こども・

子育て支援拠点施設を設置することについて必要な事項を定めようとするも

のであります。 

 

18



第１５号 

 

   佐久市農業研修生住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、農業研修生が安心して研修を行い、かつ佐久市での就農に繋がる

よう設置している農業研修生住宅について、安心して研修し、就農できる環

境を維持するため、老朽化した住宅を廃止し、これに代わる住宅を新たに設

置する必要があることから、所要の改正を行おうとするものであります。 

 

19



第１６号 

 

   佐久市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、佐久広域連合火災予防条例の改正に伴い、林野火災に関する注意

報が追加されたことから、佐久市の森林又は森林の周囲１キロメートルの範

囲内にある土地に対する火入れを中止するための規定に林野火災に関する注

意報を加えるほか、所要の改正を行おうとするものであります。 

20



第１７号 

 

   佐久市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

これは、駐車場法施行令の改正に伴い、駐車施設の規模や規格の見直し、

公共交通利用促進に係る特例の追加、既存駐車施設の有効利用等を行うため、

所要の改正を行おうとするものであります。 

21



第１８号 

 

   佐久市教育支援センター条例の制定について 

 

これは、不登校児童生徒等の教育の機会を確保し、社会的自立の支援を行

うため、教育支援センターを設置することについて、名称、位置、実施事業

等を定めようとするものであります。 

22



第１９号 

 

   佐久市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、公民館組織の区分の名称が一部重複していることから、これを解

消するよう、同様の対応を図った佐久市区長会に準じて名称を変更しようと

するものであります。 

23



第２０号 

 

   佐久市歴史の里条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、令和８年４月１日から佐久市歴史の里を佐久市国史跡龍岡城跡ガ

イダンスセンターとして開館することに伴い、施設名称を変更するほか、所

要の改正を行おうとするものであります。 

24



第２１号 

 

   佐久市立近代美術館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、佐久市立近代美術館を親しみやすく、多くの市民や団体が利用で

きるよう、美術館の視聴覚室を展覧会の開催以外の目的で、デッサンや美術

に関する創作活動での使用を可能とするとともに、使用料についても市内類

似施設等の使用料を参考に各施設との均衡を図った料金とすることで利用の

促進を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。 

25



第２２号 

 

   佐久市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

これは、令和８年度における市の組織機構の見直しにより、課等が再編さ

れることに伴い、佐久市立国保浅間総合病院の診療科目のうち、大腸・肛門

外科の名称を肛門外科に改めようとするものであります。 

 

26



 

第２３号 
 

令和７年度佐久市役所本庁舎外構改修工事請負契約の変更について 
 

これは、令和７年佐久市議会第２回定例会において、議案第６３号として

議決を経た令和７年度佐久市役所本庁舎外構改修工事請負契約の変更につい

て、議会の議決を求めるものであります。 
この工事につきましては、工事の進捗に伴い、西側テラス樋の躯体コンク

リートの劣化が確認されたため、劣化部の撤去及び補修を工事に追加するほ

か、想定していなかった地中埋設物の撤去などに要する費用が増加したこと

などから、令和７年佐久市議会第２回定例会において議決をいただいた契約

の金額１６８，９６０，０００円に４，９５０，０００円を増額して、  

１７３，９１０，０００円にしようとするものであります。 

27



 

 

28



第２４号 
 

佐久市過疎地域持続的発展計画の策定について 
 

これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和

８年度から令和１２年度までの５か年にわたる佐久市過疎地域持続的発展計

画を策定するため、議会の議決を求めるものであります。 
望月地域は、これまで法に基づく一部過疎の指定を受け、策定した計画に

沿って、各種取組を推進してきましたが、依然として人口減少と少子高齢化

が進行し、地域社会の活力低下が強く懸念される状況にあることから、引き

続き課題解決に取り組む必要があります。 
この度、令和３年９月に策定した佐久市過疎地域持続的発展計画の計画期

間が満了することから、新たに計画を策定し、地域住民との協働により、過

疎地域の持続的発展に資する各種取組を推進することで、持続可能な地域社

会の形成及び地域活力の更なる向上を図ろうとするものであります。 
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第２５号 

 

佐久市辺地総合整備計画の策定及び変更について 

 

 これは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に基づき、佐久市辺地総合整備計画を策定し、及び変更するため、

議会の議決を求めるものであります。 

佐久市の中心から離れた県境又は市境に位置する辺地は、交通条件を始め、

経済的、文化的諸条件の面で、他の地域と比較して住民の生活環境の整備水

準に格差が見られることから、引き続きその是正に当たる必要があります。 

このため、佐久市天体観測施設の改修に関し、「湯原新田・十二新田辺地」、

林道釜の沢線橋梁長寿命化に関し、「苦水辺地」の２辺地について、新たに当

該事項を計画する総合整備計画書を策定するとともに、荒船パノラマキャン

プフィールド改修に関し、「黒田・大月辺地」、林道南沢（香坂）線橋梁長寿

命化に関し、「東地辺地」の２辺地に係る総合整備計画書について、当該事項

を追記する変更を行おうとするものです。 

以上のとおり、公共的施設の整備を進めることにより、辺地の活性化と住

民の利便性の向上を図ろうとするものであります。 
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第２６号 
 

神奈川県茅ヶ崎市との友好都市の提携について 

 

これは、平成２５年の災害時における相互応援に関する協定の締結を契機

に、多岐にわたる交流を積み重ね、深い信頼関係を築いてきた神奈川県茅ヶ

崎市との友好協力関係を強化し、教育、文化、経済その他の幅広い分野にお

ける市民間の交流を促進することにより、市民生活の安心・安全と相互の更

なる発展を図るため、友好都市の提携をしようとするものであります。 
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第２７号 
 

令和７年度結いの家空調設備改修工事請負契約について 
 

これは、結いの家空調設備の改修に当たり、工事の請負契約を締結するた

め、議会の議決を求めるものであります。 
 本工事は、結いの家に設置されている空気調和機の機能性を向上させるとと

もに、メンテナンスを容易にするため、配置等に考慮した上で機器を更新しよ

うとするものであります。  
この工事につきましては、本年１月２９日の３業者による事後審査型一般

競争入札の結果、１７８，２００，０００円で佐久市望月３０番地１の株

式会社竹花組（代表取締役社長 矢野 健太郎 氏）に決定いたしました。 
なお、本工事は、令和８年度にわたる債務負担行為により実施するもので

あります。 
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第２８号 
 

市道の路線認定について 
 

これは、市道を路線認定しようとするものであり、その概要は、次のとお

りであります。 
 
 
○ 市道８－１６８号線       位置図１ 

○ 市道８－１６９号線        位置図１ 

○ 市道３８－１３０号線       位置図２ 

 

 

これらの路線は、宅地分譲のための開発に伴い築造され、市道認

定基準に適合している道路であります。 
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第２９号 
 

令和７年度佐久平交流センター空調設備改修工事請負契約について 
 
 これは、佐久平交流センター空調設備の改修に当たり、工事の請負契約を

締結するため、議会の議決を求めるものであります。 
 本工事は、佐久平交流センターに設置されている冷暖房設備の吸収冷温水

機及び冷却塔について、老朽化により能力の低下が見られるため、機能維持

強化や効率性を向上させた上で設備を更新しようとするものであります。 
この工事につきましては、本年１月２９日の２業者による事後審査型一般

競争入札の結果、１４２，４２８，０００円で佐久市田口４７８９番地３

の株式会社竹内設備（代表取締役 竹内 大起 氏）に決定いたしました。 
 なお、本工事は防災対策事業債を充当し、令和８年度にわたる債務負担行

為により実施するものであります。 
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